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東部析水苑外運転管理業務特記要求水準書 

 

（処理場の名称等） 

第１条 姫路市下水処理場等運転管理業務委託共通要求水準書（以下「共通要求水準書」という。）

第３条で定める委託業務の対象となる施設の種類、施設名、所在地及び管理方式の別は次のとお

りとする。また、共通要求水準書第２条第５号で定める処理場は施設の種類欄が処理場の施設と

する。 

 

施設の種類 施  設  名 所  在  地 管理方式 

処理場 
東部析水苑 姫路市白浜町丙585番地 常駐管理 

四郷前処理場 姫路市四郷町本郷242番地 遠方監視 

雨水ポンプ場 的形ポンプ場 姫路市的形町的形1768番地7 巡回管理 

マンホール形式 

ポンプ場 

小原マンホールポンプ場 姫路市飾東町小原445番地地先 

遠方監視 

小原新マンホールポンプ場 姫路市飾東町小原新78番地地先 

北野マンホールポンプ場 姫路市飾東町八重畑7番地28地先 

北山マンホールポンプ場 姫路市飾東町北山105番地3地先 

清住マンホールポンプ場 姫路市飾東町八重畑1133番地2地先 

塩崎マンホールポンプ場 姫路市飾東町塩崎598番地2地先 

豊国マンホールポンプ場 姫路市飾東町豊国726番地6地先 

深志野マンホールポンプ場 姫路市御国野町深志野1180番地1地先 

深志野第２マンホールポンプ場 姫路市御国野町深志野1342番地地先 

見野マンホールポンプ場 姫路市四郷町見野813番地1地先 

八重畑マンホールポンプ場 姫路市飾東町山崎49番地1地先 

その他 契約期間中に新たに接続されるマンホール形式ポンプ場等（遠方監視） 

 

２ 業務を委託する処理場等の概要は次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 東部析水苑 

ア  汚水の種類    皮革排水、都市下水及び雨水 

イ  排除方式     分流式（一部合流式） 

ウ  処理方式     （水処理） 酸素活性汚泥循環変法 

           （汚泥処理）濃度調整及び圧送 

                （兵庫西流域下水汚泥広域処理場へ全量圧送） 

エ  放流先      八家川 

オ  主要な施設の概要 別図１、別図３及び別表１のとおり 

(2) 的形ポンプ場 

ア  汚水の種類    雨水 

イ  排除方式     分流式 

ウ  放流先      仮屋排水路 

エ  主要な施設の概要 別図１及び別表１のとおり 

 

（委託業務の遂行時間） 

第２条 共通要求水準書第８条で定める委託業務の遂行時間は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 東部析水苑 

ア  運転操作監視業務 ２４時間（年間） 

イ  保守点検業務   原則として、本市の休日（姫路市の休日を定める条例（平成２年姫

路市条例第１５号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日をいう。以下同じ。）を除く日の

８時３５分から１７時２０分までとする。 

ウ  水質試験業務   原則として、毎日８時３５分から１７時２０分までとする。 

エ  その他の業務   随時 



 

(2) 的形ポンプ場 

ア  運転操作監視業務 定期の巡回方式とし、８時３５分から１７時２０分までとする。 

イ  保守点検業務   定期の巡回方式とし、８時３５分から１７時２０分までとする。 

ウ  その他の業務   随時 

(3) 遠方監視対象施設 

ア  運転監視業務   東部析水苑にて遠方監視（２４時間）とする。 

イ  その他の業務   随時 

２ 前項第３号の各業務について、四郷前処理場においては、原則として１７時２０分から翌日８

時３５分まで（以下「夜間」という。）及び日曜日、祝日並びに１２月２９日から翌年１月３日

までの対応とする。 

 

（業務従事者の配置） 

第３条 共通要求水準書第１０条第１項第１号で定める総括責任者の業務経験は、現有処理能力

（晴天日）35,000㎥／日以上の下水道終末処理場の運転権利業務経験を３年以上とする。 

２ 共通要求水準書第１０条第２項で定める業務従事者は、次のとおりとする。 

(1) 総括責任者 

(2) 副総括責任者 

(3) 設備点検主任者 

(4) 水質試験主任者 

(5) 技術員 

(6) 技能員 

 

（有資格者の配置） 

第４条 共通要求水準書第１２条で定める有資格者は次のとおりとする。 

(1) 第三種電気主任技術者（電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４４条第１項第３号

に規定する第三種電気主任技術者免状を交付された者） 

(2) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者（労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）（以下「労

安法」という。）別表第１８第２５号に規定する酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

を修了した者） 

(3) 危険物取扱者（消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２に規定する甲種危険物

取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状（第四類）を交付された者） 

(4) 電気工事士（電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）第３条第１項又は第２項に規定

する第一種又は第二種電気工事士である者） 

(5) 特定高圧ガス取扱主任者（高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）第２８条第２項

に規定する特定高圧ガス取扱主任者（区分 液化酸素）である者） 

(6) 特定化学物質作業主任者（労安法別表第１８第２０号に規定する特定化学物質及び四アル

キル鉛等作業主任者技能講習を修了した者） 

(7) クレーン運転の業務に係る特別教育修了者（クレーン等安全規則（昭和４７年労働省令第

３４号）第２１条第１項に規定する特別の教育を修了した者）又はクレーン・デリック運転士

免許所持者 

(8) 玉掛け技能講習修了者（労安法別表第１８第３６号に規定する玉掛け技能講習を修了した

者） 

(9) ガス溶接作業主任者（労安法別表第１８第２８号に規定するガス溶接技能講習を修了した

者） 

(10) アーク溶接等の業務に係る特別教育修了者（労安法第５９条第３項及び労働安全衛生法施

行規則第３６条第３項に規定するアーク溶接等の業務に係る特別の教育を修了した者） 

(11) ショベルローダー等運転技能講習修了者（労安法別表第１８第３０号に規定するショベル

ローダー等運転技能講習を修了した者） 

(12) 水質関係第一種公害防止管理者（特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（昭

和４６年法律第１０７号）第７条第１項第１号に規定する公害防止管理者水質関係第一種有資



 

格者） 

(13) エネルギー管理者（エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年６月２２日法律第

４９号）（以下「省エネ法」という。））第９条第１項第１号及び第２号に規定するエネルギー管理

士免状を交付された者）又はエネルギー管理員（省エネ法第１３条第１項第１号及び第２号に規定

する者） 

(14) その他業務遂行上必要とする法令等で定められた資格を有する者 

２ 前項第１号及び第４号の有資格者は２名以上、それ以外の各号の有資格者は１名以上配置しな

ければならない。なお、複数の資格所有者及び本委託に含まれる処理場間の有資格者の兼務は妨

げないものとする。 

 

（運転操作） 

第５条 共通要求水準書第１８条第６項で定める運転操作及び制御の内容は、次のとおりとする。 

(1) 東部析水苑 

ア  ポンプ設備は、原則としてポンプ井水位による自動運転とし、運転に最適な水位設定を

行うこと。 

イ  最初沈殿池、反応タンク及び最終沈殿池は、原則として２４時間連続運転とする。また、

負荷量や滞留時間等を考慮し、適切な池数で運転しなければならない。 

ウ  平日の皮革排水流入量は日中をピークとし、夜間は少ない。これにより、反応タンクへ

の負荷変動を極力抑えるため、流量調整池からの送水量を一定に保つこと。 

エ  土、日曜日及び祝日は皮革排水流入量が少なくなるため、負荷変動を考慮し、流量調整

池の送水量の調整、反応タンクのＤＯ制御等を行うこと。 

オ  年末年始、ゴールデンウィーク等、皮革排水流入量が少なくなる時期の運転方法につい

ては、監督員と協議のうえ定めるものとする。 

カ  汚泥調整槽を常時監視し、生汚泥の圧送に最適な汚泥濃度（概ね１～２％）を維持しな

ければならない。 

キ  汚泥調整槽から東部送泥ポンプ場（場内、兵庫県所有）まで、生汚泥を圧送すること。 

ク  当処理場は、省エネ法第１７条第１項に規定する第二種エネルギー指定管理工場等であ

るので、省エネ法の趣旨を踏まえ、エネルギー消費量の削減に努めなければならない。 

(2) 的形ポンプ場 

 気象情報に注意し、台風や局所的集中豪雨等により多量の流入水が見込まれる場合は、各ポ

ンプ場の巡回を行い、設備の運転状況を確認しなければならない。 

２ 雨天時については、前項の内容に加え、次の各号に掲げる事項にも留意し、操作しなければな

らない。 

(1) 東部析水苑 

ア 流入水位を注視し、各ポンプ設備について、適切な台数による運転操作を行わなければな

らない。分流雨水ポンプ設備においては特に注意すること。 

イ 雨水沈殿池及び雨水滞水池設備については、雨天時の流入状況に応じて随時運転を行わなけれ

ばならない。また、降雨終了後は速やかに返送し、汚水が長時間滞留しないようにしなければな

らない。 

ウ 大雨時においては、関連する高木前処理場及び四郷前処理場の運転管理責任者と連絡を密

に取り、運転状況の把握及び調整に努めなければならない。 

(2) 的形ポンプ場 

ア 遠方監視設備により、２台目のポンプの起動を確認した場合、現場に常駐し、適宜運転操

作を行うこと。 

イ ポンプ設備の連続運転時は、随時給油を行うこと。 

 

（電気主任技術者） 

第６条 第４条第１項第１号に定める電気主任技術者の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 受託者は、電気事業法第４３条に規定する電気主任技術者を選任し東部析水苑に常時勤務

させ、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。 



 

(2) 選任及び解任についての届出は関係省庁に遅滞なく行うこと。 

(3) 委託者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するにあたり、電

気主任技術者として選任する者の意見を尊重する。自家用電気工作物の工事、維持及び運用に

従事する者は、主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従う。なお、当該

電気主任技術者は、他の事業所との兼任はできない。 

(4) 第三種電気主任技術者の選任について、変更等が生じた場合は、委託者、受託者双方協議

のうえ、定めるものとする。 

 

（保守点検） 

第７条 共通要求水準書第２２条第９項で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 東部析水苑 

脱臭設備の日常点検に伴う臭気測定は、別表２のとおりとする。 

 

（水質試験業務） 

第８条 共通要求水準書第２５条第２項で定める標準水質試験業務計画は、別表３で定めるとおり

とする。 

 

（その他の業務） 

第９条 共通要求水準書第２８条で定めるその他の業務の内容は次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 遠方監視対象施設における関係先への連絡業務 

(2) 苦情受付業務 

(3) エネルギー管理に関する業務 

(4) 沈砂及びし渣等の収集、集積及び場外搬出に関する業務 

(5) 作業環境測定に関する業務 

２ 前項第１号の業務について、設備の異常通報を受けた場合、直ちにその旨を、四郷前処理場に

おいては四郷前処理場運転管理責任者に、マンホール形式ポンプ場においては監督員に連絡しな

ければならない。 

３ 第１項第２号の業務について、その遂行時間は、原則として、平日の夜間および本市の休日と

する。また、その時間において苦情を受け付けた場合の対応は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 苦情内容を聞き取る。 

(2) 急を要する場合には、直ちにその旨を監督員に連絡する。 

(3) 別途定める書式に記録し、速やかに報告する。 

４ 第１項第３号の業務については、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 定期報告書の作成 

(2) 中長期計画書の作成 

(3) その他省エネ法において必要な書類作成及び管理業務 

５ 前項第１号及び第２号に関する書類を毎年６月中旬頃までに監督員に提出すること。 

６ 第１項第４号の業務については、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) ポンプ場内に集積されたし渣は収集し、東部析水苑内の所定の場所に集積すること。 

(2) 東部析水苑の沈砂及びし渣の場外搬出については、別途指示する。 

７ 第１項第５号の業務については、労安法その他関係法令に基づき、水質試験室等の局所排気装

置の自主検査並びに作業環境測定及びその評価を、定期的に行わなければならない。 

(1) 測定及び評価を行った後、それに係る結果報告書を委託者に速やかに提出すること。 

(2) 評価の結果、第三管理区分に区分された場合、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方

法を見直し、監督員と協議のうえ、第一管理区分または第二管理区分となるよう、必要な措置

又は改善を行わなければならない。 

８ 共通要求水準書第２８条第１項第１号の業務について、的形ポンプ場のし渣除去作業は除くも

のとする。 

９ 共通要求水準書第２８条第１項第２号の業務については、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1)剪定及び草刈については、委託者が指定する場所は除くものとする。範囲については、別図



 

２を参照のこと。 

(2) 剪定及び草刈業務により発生した剪定枝等は、次の施設へ搬入しなければならない。また、

搬入に使用する車両の登録を行うため、委託者に車両の写真及び車検証のコピー等を提出する

こと。 

 なお、処分費は委託者の負担とする。 

ア 施設名称 エコパークあぼし 

イ 所在地  姫路市網干区網干浜４番地１ 

(3) 別図２における草刈対象外の場所において、年二回程度除草剤の散布を行うこと。なお、

実施時期は監督員の指示による。 

 ただし、除草剤の費用は委託者が負担するものとする。 

 

（物品及び経費の負担区分） 

第１０条 共通要求水準書第３０条第３項で定める受託者が負担する経費には、液化酸素製造設備

の保安検査費用及び第９条第１項第５号に掲げる作業環境測定に要する費用を含む。 

 

（調達車両） 

第１１条 受託者は、業務に必要な車両として、ショベルローダーを調達しなければならない。 

 

（その他） 

第１２条 この特記要求水準書に疑義が生じた場合は、委託者、受託者双方協議のうえ、定めるも

のとする。 

２ 契約期間中に増設された機器については、同様に保守点検等を行うものとする。 



 

別表１（第１条関係） 

東部析水苑外施設概要 
 
１ 東部析水苑処理能力等 

処理能力 

５６，０００㎥／日最大（全体計画） 

５６，０００㎥／日最大（認可計画） 

５６，０００㎥／日最大（現有処理能力） 

流入実績 

２７，５６３㎥／日平均（令和３年度） 

 皮革排水  ６，４５９㎥／日平均 

 都市下水 ２１，１０４㎥／日平均 

供用開始年月日 昭和５８年４月１日 

 

２ 施設概要 

（東部析水苑） 

施 設 名 称 現有 構 造 及 び 形 式 備 考 

沈砂池 

３ 分流汚水沈砂池 巾2.8m×長11.5m×深4.5m  

３ 合流汚水沈砂池 巾2.4m×長12.5m×深4.5m  

４ 合流雨水沈砂池 巾3.5m×長12.5m×深4.5m  

２ 分流雨水沈砂池 巾6.0m×長16.0m×深5.4m  

ポンプ設備 

２ 分流汚水 立軸渦巻斜流ポンプ φ450 25㎥/分×16.5m×110kW  

４ 合流汚水 立軸渦巻斜流ポンプ φ450 25㎥/分×17.0m×110kW  

１ 合流雨水 立軸渦巻斜流ポンプ φ600 35㎥/分×10.5m×110kW  

３ 合流雨水 立軸渦巻斜流ポンプ φ900 105㎥/分×10.5m×280kW  

４ 分流雨水 立軸斜流ポンプ φ1,200 205㎥/分× 5.0m×240kW  

２ 皮革汚水 立軸渦巻斜流ポンプ φ700 65㎥/分×18.0m×280kW  

流量調整池 ２ 巾17.4m×長50.0m×深6.3m 皮革汚水用 

混合槽 １ 巾11.0m×長8.5m  

最初沈殿池 ２ φ22.3m×深3.3m  

反応タンク ８ 巾13.4m×長53.6m×深5.9m  

最終沈殿池 ８ φ26.0m×深3.5m  

塩素混和池 １ 巾14.4m×長18.3m×深2.8m  

雨水滞水池 ２ 巾5.0m×長35.5m×深6.0m  

雨水沈殿池 ２ φ21.2m×深4.2m  

用水設備 ２ 砂ろ過器 1,500㎥/日  

酸素発生設備 
２ PSA 18t/日  

１ VSA 16t/日  

汚泥調整槽 ２ φ16.0m×深4.2m  

脱臭設備 

１ 合流沈砂池       活性炭吸着 167㎥/分  

１ 皮革、分流、合流汚水系 生物脱臭 94㎥/分  

１ 初沈、反応槽系     活性炭吸着 60㎥/分  

１ 流量調整池系      生物脱臭＋活性炭吸着 100㎥/分  

１ 汚泥調整槽       生物脱臭＋活性炭吸着  40㎥/分  

遠方監視設備 
１式 マンホールポンプ場遠方監視システム（一般回線）  

１式 四郷前処理場用監視システム（専用回線）  

受変電設備 １式 
受電 20kV 

変圧器 3φ 5,000kVA 77kV/6.6kV 2台 
 

非常用自家 

発電設備 
１ ガスタービン式発電機 3,000kVA  

 



 

（的形ポンプ場） 

施 設 名 称 現有 構 造 及 び 形 式 備考 

スクリーン ２ 手掻き式  

ポンプ設備 

１ 水中汚水ポンプ φ250 5㎥/分×1.5ｍ×11kW  

１ 立軸軸流ポンプ φ250 9㎥/分×1.5ｍ×5.5kW エンジン併用 

１ 立軸斜流ポンプ φ300 12㎥/分×1.5ｍ×7.5kW  

受電設備 １式 3φ 200V  

 

 

 

別表２（第７条関係） 

臭気測定                  □ 週２回  ■ 月１回 

脱臭設備関連 

項 目 

検 体 
硫化水素 備考 

合流沈砂池 活性炭吸着塔      出口 ■ 検知管により行う 

皮革、分流、合流汚水系 生物脱臭塔 入口 ■  

皮革、分流、合流汚水系 生物脱臭塔 出口 ■  

初沈、反応槽系 活性炭吸着塔    入口 □  

初沈、反応槽系 活性炭吸着塔    出口 □  

流量調整池系 生物脱臭塔      入口 □  

流量調整池系 活性炭吸着塔     出口 ■  

汚泥調整槽 生物脱臭塔       入口 □  

汚泥調整槽 活性炭吸着塔      出口 ■  

 



 

別表３（第８条関係） 

標準水質試験業務計画 

日常試験：○ 毎日   ● 週３回  ◎ 週１回 

精密試験：□ 月２回  ■ 月１回  ◇ 年４回  ◆ 年２回 

通日試験：△ 年２回（系列ごと） 

１ 水質分析内容⑴ 

 

検体 

項目 

初沈 
流入水 

初沈 
流出水 

流量調整池 
流出水 1) 

反応タンク 
流入水 処理水 放流水 

備考 
初沈入口 初沈出口 貯留槽 反応タンク 

入口 終沈出口 塩素混和池 
出口 

気温 ○ 
場内の適切な

場所での計測 

水温 □ ■ □ ● △ ● △ ◎  

外観 ○ ■ □ ● ○ ◎  

透視度 ○ ■ □ ● △ ○ △ ◎  

アルカリ度 □ ■ □ ●3) ●3) ◎  

ヨウ素消費量 □ ■ □ □2) □2) □  

塩化物イオン □ ■ □ □2)  □  

蒸発残留物    □2)  □  

溶存硫化物    □2)  □  

ｐＨ □ ■ □ ●3)△ ●3)△ ◎  

ＢＯＤ □ ■ □ ●3)△ ●3)△ ◎  

Ｃ－ＢＯＤ     ●3)△ ◎  

ＣＯＤ □ ■ □ ●3)△ ●3)△ ◎  

ＳＳ □ ■ □ ●3)△ ●3)△ ◎  

n-ヘキサン 

抽出物質 
□  □ □2) □2) □  

フェノール類 

含有量 
   ◇2)  ◇  

大腸菌群数      ◎  

全窒素 □ ■ □ ●3)△ ●3)△ ◎  

ＮＨ４－Ｎ    ●3) ●3) ◎  

ＮＯ２－Ｎ    ●3) ●3) ◎  

ＮＯ３－Ｎ    ●3) ●3) ◎  

有機性窒素    ●3) ●3) ◎  

全リン □ ■ □ ●3)△ ●3)△ ◎  

ＰＯ４－Ｐ    ●3) ●3) ◎  

シアン    ■2)  ■  

六価クロム    ◇2)  ◇  

総水銀    ◇2)  ◇  

アルキル水銀    ◇2)  ◇  

ふっ素    ◇2)  ◇  

全残留塩素      ◎  

遊離残留塩素      ◎  

1) 月３回（n-ヘキサン抽出物質のみ月２回） 

2) １系のみ 

3) 週２回 

 



 

２ 水質分析内容⑵ 

 

検体 

項目 

反応タンク 
混合水 

反応タンク 
混合水 2） 

砂ろ過 
流出水 

備考 
終沈入口 反応タンク 

各段 
 
 

気温 ○ 
場内の適切な場所で

の計測 

水温 ● ■ ■  

外観 ● ■ ■  

透視度   ■  

検鏡試験 ●    

アルカリ度   ■3)   

塩化物イオン   ■  

蒸発残留物   ■  

ｐＨ ●  ■3) ■  

ＢＯＤ   ■3) ■  

Ｃ－ＢＯＤ   ■  

ＣＯＤ   ■3) ■  

ＳＳ  
 

■  

全窒素   ■3) ■  

ＮＨ４－Ｎ   ■3)   

ＮＯ２－Ｎ   ■3) ■  

ＮＯ３－Ｎ   ■3) ■  

有機性窒素   ■3)   

全リン   ■3) ■  

ＰＯ４－Ｐ   ■3)   

ＳＶ30 ● ■   

ＭＬＳＳ  ○1) ■   

ＭＬＶＳＳ ■    

ＳＶＩ ● ■   

ＤＯ ○ ■   

ＲＳＳＳ    ●  ■4)   

ＲＳＶＳＳ ■    

1) 通常、ＭＬＳＳ計により行い、週２回手分析実施 

2) 系列ごとに実施 

3) ろ液を用いること 

4) １段目のみ 

 

３ 水質分析内容⑶ 

検体 

項目 
大的析水苑 大的析水苑 

流入水 放流水 

フェノール類 

含有量 
◇ ◇ 

シアン ■ ■ 

六価クロム ◇ ◇ 

総水銀 ◇ ◇ 

アルキル水銀 ◇ ◇ 

ふっ素 ◇ ◇ 

４ 水質分析内容⑷ 



 

検体 

項目 

高木 
前処理場 

高木 
前処理場 

四郷 
前処理場 

四郷 
前処理場 

高木川西 
前処理場 

高木 
前処理場 

四郷 
前処理場 

流入水 放流水 流入水 放流水 流入水 脱水ろ液 脱水ろ液 

ヨウ素消費量 ■ ■ ■ ■ ■   

塩化物イオン ■ ■ ■ ■ ■   

ｐＨ ■ ■ ■ ■ ■   

ＢＯＤ ■ ■ ■ ■ ■   

ＣＯＤ ■ ■ ■ ■ ■   

ＳＳ ■ ■ ■ ■ ■ ■1) ■ 

n-ヘキサン 

抽出物質 
■ ■ ■ ■ ■   

全窒素 ■ ■ ■ ■ ■   

全リン ■ ■ ■ ■ ■   

シアン ◇ ◇ ◇ ◇ ◇   

六価クロム ◇ ◇ ◇ ◇ ◇   

総水銀 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇   

アルキル水銀 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇   

1) 前処理場統合に係る試行運転時には、試料採取しない場合あり 

 

５ 汚泥分析⑴ 

生
汚
泥 

検体 

項目 

貯留槽 
移送汚泥 

ｐＨ ◎ 

ＴＳ ◎ 

 

６ 汚泥分析⑵ 

 
検体 

項目 

東部析水苑 
調整槽汚泥 

大的析水苑 
脱水汚泥 

高木前処理場 
脱水汚泥 

四郷前処理場 
脱水汚泥 

生汚泥 上清1) 残渣2) 含有 溶出 含有 溶出 含有 溶出 

ｐＨ ◆   
 

◆ 
 

◆ 
 

◆ 

ヨウ素消費量 ◆   
 

◆ 
 

◆ 
 

◆ 

蒸発残留物   ◆ ◆  ◆  ◆  

強熱減量   ◆ ◆  ◆  ◆  

含水率 ◆   ◆  ◆  ◆  

シアン  ◆  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

六価クロム  ◆  
 

◆ 
 

◆ 
 

◆ 

総水銀  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

アルキル水銀  ◆  
 

◆ 
 

◆ 
 

◆ 

ふっ素  ◆   ◆  ◆  ◆ 

1) 生汚泥を遠心分離（3,000rpm×10分）後の上清検体 

2) 生汚泥を遠心分離（3,000rpm×10分）後の残渣検体 

 

 


